
 

名古屋学芸大学短期大学部学則 

 

第１章 総       則 

 

（目的及び使命） 

第１条 本学は、教育基本法（昭和２２年法律第２５号）及び学校教育法（昭和２２年法律第２６

号）の定めるところに従い、高等学校教育の基礎の上に、深く専門の学芸を教授研究し、職業又

は実際生活に必要な能力を養い、多様化する現代社会の要請に適応し得る教養ある社会人として、

心身ともに健全な女性を育成することを目的とする。 

（自己評価等） 

第１条の２ 本学は、教育水準の向上を図り、本学の目的及び使命を達成するため、教育研究活動

等の状況について、自ら点検及び評価を行う。 

２ 前項の点検及び評価に関する事項は、別に定める。 

３ 点検及び評価の結果について、本学の職員以外の第三者による検証を行うものとする。 

なお、第三者による検証の詳細は別に定める。 

 

第２章 学科、学生定員及び修業年限 

（学科） 

第２条 本学に、現代総合学科を置く。 

（専攻課程） 

第３条 削除 

（学生定員） 

第４条 本学の学科の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。 

学     科 入学定員 収容定員 

現 代 総 合 学 科  ２００人 ４００人 

（学科の人材養成に係る目的） 

第４条の２ 学科の人材養成に係る目的を、次のとおりとする。 

健康科学系 

現代社会で求められている、人に優しい社会づくりに寄与することのできる人材の育成を目

標とし、実践的な教育を中心に、健康の保持・増進・快復を支援する機関で活躍するために必

要な能力、専門的知識および資格を備えた人材の育成を目指す。 

英語コミュニケーション系 

人と人との相互理解を深めるために、英語教育を通して優れた言語能力と豊かな自己表現力

を身につけることを目標と、国際社会のニーズに対応した実践的な英語コミュニケーション能

力を養い、異文化との交流や理解を通じ、国際感覚豊かな人材の育成を目指す。 

ＩＴビジネス系 

ITスキル（オフィス系・Web系アプリケーションの活用能力）とビジネススキル（教

養・マナーに裏打ちされたコミュニケーション能力・問題解決能力など）をベースに、幅

広いビジネス分野でオールラウンドに活躍できる「即戦力となるビジネスワーカー」の能

力を有する人材の育成を目指す。 

 



 

生活科学系 

多様化する現代社会において、しっかりと地に足をつけた考えを身につけながら生きる力と

なる知識と技術を修得することを目標に、望ましい食生活のあり方、個性的で創造性豊かなフ

ァッションセンス、そして全ての「ものつくり」に欠かせないデザインの力とセンスを養い、

最新の技術をも身につけた実践的な能力を有する人材の育成を目指す。 

（修業年限及び在学年限） 

第５条 本学の修業年限は、２年とする。 

２ 学生は、４年を超えて在学することはできない。 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第５条の２ 本学において、学生が職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期

間にわたり計画的に教育課程を履修し、卒業することを希望する旨申し出たときは、その計画的

な履修を認めることができる。 

２ 長期にわたる教育課程の履修を希望する者の取扱いについては、別に定める。 

 

第３章 学 年 、 学 期 及 び 休 業 日 

（学年） 

第６条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（学期） 

第７条 学年を分けて、次の２期とする。 

前期 ４月１日から９月１５日まで。 

   後期 ９月１６日から翌年３月３１日まで。 

（休業日） 

第８条 休業日は、次のとおりとする。 

日曜日 

   国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号) に規定する日 

   夏季休業日 ８月５日から９月１５日まで。 

   冬季休業日 １２月２４日から翌年１月６日まで。 

   春季休業日 ３月２１日から３月３１日まで。 

２ 前項の規定にかかわらず学長は、臨時に休業日を設け又は休業日を変更することができる。 

（授業期間） 

第９条 授業期間は、年間３５週を下らないものとする。 

 

第４章 教   育   課   程 

（開設授業科目及び単位数） 

第１０条  本学において「基礎・人間教育科目」、「専門科目」並びに「エクステンション科目」を

置き、「専門科目」には「ＩＴビジネス系」、「英語コミュニケーション系」、「生活科学系」並び

に「健康科学系」ごとに授業科目を置く。 

２ 開設する授業科目及び単位数は、別表第１のとおりとする。 

（教職に関する授業科目） 

第１１条 前条に定めるもののほか、教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号) に定める教育

職員免許状を取得する者のため、教職に関する授業科目を置く。 

２ 開設する授業科目及び単位数は、別表第２のとおりとする。 

 

第５章 履修の方法、学習の評価、課程修了認定及び卒業 

（履修の方法） 

第１２条 本学において開設する授業科目は、これを必修科目及び選択科目とし、履修の方法につ



 

いては、本学則に定めるところによる。 

（履修科目の登録） 

第１３条 学生は、毎学期の当初に当該学期に履修する授業科目を登録しなければならない。 

２ 学生は、前項により登録した授業科目以外の授業科目を履修し、単位を取得することはできな

い。 

（単位認定） 

第１４条 各授業科目の履修を修了した者には、認定のうえ単位を与える。 

２ 単位認定の方法は、試験、論文審査及び作品審査、その他の方法によるものとし、その方法に

ついては、各授業科目の担当者がこれを定める。 

（試験等の時期） 

第１５条 削除 

（試験等の受験資格） 

第１６条 削除 

（追試験） 

第１７条 削除 

（再試験） 

第１８条 削除 

（学習の評価） 

第１９条 試験等学習の評価は、１００点法をもって表し、６０点以上を合格とする。 

（単位の計算方法） 

第２０条 各授業科目の単位の計算方法は、１単位の授業科目を授業及び授業外を合わせて４５時

間の学修を必要とするものとし、授業の方法に応じ次の基準により計算するものとする。 

(1) 講義については、１５時間の授業をもって１単位とする。ただし、特に必要があると認めた

講義については、３０時間の授業をもって１単位とする。 

(2) 演習については、３０時間の授業をもって１単位とする。ただし、特に必要があると認めた

演習については、１５時間の授業をもって１単位とする。 

(3) 実験、実習又は実技については、４５時間の授業をもって１単位とする。ただし、特に必要

があると認めた実験、実習又は実技については、３０時間又は４０時間の授業をもって１単位

とする。 

２ 卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらに必要な学修等を考慮して適切と認めら

れる単位を定める。 

（他の短期大学又は大学における授業科目の履修等） 

第２０条の２ 本学が教育上有益と認めるときは、学生が他の短期大学又は大学の授業科目を履修

することを認めることができる。 

２ 前項の規定により履修して修得した単位については、３０単位以内で本学において修得し

た単位とみなすことができる。 

（短期大学又は大学以外の教育施設等における学修） 

第２０条の３ 本学が教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の

専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修等を、本学における授業科目の

履修とみなし、単位を与えることができる。 

２ 前項の規定により履修して修得した単位については、第２０条の２第２項により修得し

たものとみなす単位数と合わせて３０単位を超えないものとする。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第２０条の４ 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に短期大学又は

大学において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位

を含む。）を、入学後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことが

できる。 



 

２ 本学が教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規定

する学修を、入学後の本学における授業科目の修得とみなし単位を与えることができる。 

３ 前２項により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、転学等の場合

を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第２０条の２及び第２０条の

３により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて３０単位を超えないものと

する。この場合において、第３９条の２第２項により本学において修得したものとみなす

単位数と合わせるときは、４５単位を超えないものとする。 

（卒業の要件） 

第２１条 本学を卒業するためには、学生は２年以上在学し、次の各号に定める単位を含め、６２

単位以上を修得しなければならない 

(1) 「基礎・人間教育科目」から１２単位以上 

(2) 「専門科目」の中から１つの系を選択しその系から２６単位以上 

(3) その他「基礎・人間教育科目」、「専門科目」、「エクステンション科目」のいずれかの科目を

あわせて２４単位以上 

（資格の取得） 

第２２条 教育職員免許状を得ようとする者は、前条に規定する卒業の要件を充足し、かつ、教育

職員免許法（昭和２４年法律第１４７号) 及び教育職員免許法施行規則（昭和２９年文部省令第

２６号）に定める科目及び単位を修得しなければならない。 

２ 本学において取得できる資格及び免許の種類は、次のとおりとする。 

学    科 取 得 で き る 資 格 及 び 免 許                                    

現代総合学科（健康科学系） 養護教諭二種免許状 

なお、履修については、別に定める。 

（栄養士の資格取得） 

第２３条 削 除 

（卒業の認定） 

第２４条 本学に２年以上在学し、第２１条に定める所定の単位を修得した者に対し、学長は、教

授会の議を経て卒業の認定を行う。 

（学位） 

第２４条の２ 前条の規定により卒業した者には、本学学位規程の定めるところにより短期大学士

の学位を授与する。 

第６章 入学、退学、転学、休学、復学、留学及び除籍 

（入学の時期） 

第２５条 入学の時期は、毎学年の始めとする。 

（入学資格） 

第２６条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当し、かつ、本学において実施す

る入学者選抜選考試験に合格した者とする。 

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

 (2) 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相

当する学校教育を修了した者を含む） 

 (3) 外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科

学大臣の指定したもの 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の

当該課程を修了した者 

(5) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準



 

を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に

修了した者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（高等学校

卒業程度認定試験規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程による大学入

学資格検定に合格した者を含む） 

(8) 学校教育法第５６条第２項の規定により大学に入学した者であって、本学において、大学

における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(9) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ

ると認めた者で、１８歳に達したもの 

（入学検定料） 

第２７条 本学に入学を志願する者は、本学所定の書類に入学検定料３０，０００円を添えて提出

しなければならない。 

なお、複数日受験する者又は大学入試センター試験を利用した試験にて受験する者に対して入

学検定料を減額することができる。 

２ 提出の時期、方法及び同時に提出すべき書類等については、別に定める。 

（再入学） 

第２８条 願いにより本学を退学した者が、退学後２年以内に再入学を希望するときは、選考のう

え入学を許可することがある。 

２ 再入学を許可された者が退学前に取得した単位の全部又は一部を、既に取得したものとして認

めることがある。この認定は、教授会の議を経て学長が行う。 

３ 再入学の場合の入学検定料は、１０，０００円とし、その他の必要な手続きについては、別に

定める。 

（転入学） 

第２９条 本学に転入学を希望する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考のうえ入学を許

可することがある。 

２ 転入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱いについては、別に定める。 

３ 転入学の場合の入学検定料は、３０，０００円とし、その他の必要な手続きについては、別に

定める。 

（入学に関する手続等） 

第３０条 本学の入学者選抜選考に合格した者は、本学の指定する期間内に、入学金その他の学納

金及び本学の指定する書類を提出し、入学許可証の交付を受けなければならない。 

２ 前項の手続きを怠った者には、合格を取り消すことがある。 

（保証人） 

第３１条 本学の入学者選抜選考に合格した者は、保証人を定め本学の指定する期間内に届け出な

ければならない。 

（保証人の責任） 

第３２条 保証人は、学生の在学中の一切の事項について責任をもつものとする。 

（保証人の資格） 

第３３条 保証人は、父母又は成年の親族であって、独立の生計を営む者とする。 

２ 次の各号の一に該当する者は、保証人になることはできない。 

(1) 破産の宣告を受け、未だ復権していない者 

(2) 禁治産又は準禁治産の宣告を受けた者 

(3) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで、又は刑の執行を受けることがなくなる

までの者 



 

（保証人の変更又は転居） 

第３４条 保証人を変更したとき、又は保証人が転居をしたときは、直ちに届け出なければならな

い。 

（退学） 

第３５条 退学しようとする者は、その事由を詳記し、保証人連署のうえ、学長に願い出て、その

許可を得なければならない。 

（転学） 

第３６条 他の大学等への転学を希望する者は、保証人連署のうえ、学長に願い出て、その許可を

得なければならない。 

（休学） 

第３７条 疾病、その他やむをえない事情により、２か月以上就学することのできない者は、保証

人連署のうえ、学長に休学を願い出て、その許可を得なければならない。 

２ 前項の休学のうち、疾病による場合は、医師の診断書を添付しなければならない。 

（休学の期間） 

第３８条 休学の期間は、１年を超えることができない。ただし、特別の事由があると認められた

者にあっては、引き続き更に１年まで延長することができる。 

２ 休学の期間は、在学年数に通算しない。 

（復学） 

第３９条 休学期間満了のとき又は休学期間であっても、その事由が消滅したときは、学長の許可

を得て復学することができる。 

（留学） 

第３９条の２ 本学が教育上有益と認めるときは、学生が外国の短期大学又は大学の授業科目を履

修することを認めることができる。 

２ 前項の規定により履修して修得した単位については、第２０条の２及び第２０条の３により修

得したものとみなす単位数と合わせて３０単位を超えないものとする。 

３ 留学の期間は、原則として１年以内とし、在学期間に算入することができる。 

４ 前３項に定めるもののほか、留学について必要な事項は、別に定める。 

（除籍） 

第４０条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍する。 

(1) 第５条第２項に規定する在学年限を超えた者 

(2) 授業料滞納者で、督促後３か月にわたり納入しない者 

(3) 死亡又は行方不明の者 

(4) 第３８条第１項に規定する休学期間を超えた者 

第７章 授業料、入学金及びその他の費用 

（入学金） 

第４１条 本学の入学者選抜選考に合格し、本学に入学を希望する者は、入学金として２５０，０

００円を納付しなければならない。 

２ 入学金の納入時期及び納入方法等必要な事項は、別に定める。 

（授業料） 

第４２条 授業料は、年間６９０，０００円とし、次の２期に分けて期日までに納入しなければな

らない。ただし、第１年次入学の際にあっては、入学手続と同時に納入するものとする。 

前期  ３４５，０００円 

後期  ３４５，０００円 

２ 本学において特別の事情があると認めた者については、前項の規定にかかわらず、分納又は延

納を認めることがある。 

（退学等の場合の授業料） 

第４３条 退学若しくは転学した者、除籍された者（第４０条第２号該当者を除く。) 、退学を命



 

ぜられた者及び停学中の者であっても、当該期の授業料全額を納付しなければならない。 

（休学の場合の授業料） 

第４４条 休学期間の授業料は、これを徴収しない。既納の授業料の取扱いについては、別に定め

る。 

（その他の費用） 

第４５条 入学金及び授業料のほか、演習・実験実習費、その他教育に必要な費用を徴収すること

がある。 

２ 前項に規定する納入金の種類、金額及び納入に必要な手続等については、別に定める。 

（授業料等納入金の不還付） 

第４６条 納付した入学検定料、入学金及び学費は、原則として返還しない。ただし、入学前に納

付した学費のうち授業料及び施設費については、本学が定めた期日までに入学辞退を申し出たと

きは、この限りでない。 

  

 

 

第８章 専    攻    科 

（専攻科の目的） 

第４７条 削除 

（学生定員） 

第４８条 削除 

（修業年限） 

第４９条 削除 

（開設授業科目及び単位数） 

第５０条 削除 

（修了の要件） 

第５１条 削除 

（課程修了の認定及び修了証書） 

第５２条 削除 

（入学資格） 

第５３条 削除 

（入学検定料） 

第５４条 削除 

（他の規定の準用） 

第５５条 削除 

 

第９章 教 職 員 組 織  

（教職員） 

第５６条 本学に、教育職員、教務職員、事務職員、技術職員及び用務員等の教職員を置く。 

２ 教育職員とは、学長、教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。 

（教職員の職務） 

第５７条 教職員の職務は、学校教育法の定めるところによる。 

（役職員） 

第５７条の２ 本学に短期大学部長のほか、その他必要な役職員を置く。 

 

第１０章 教 授 会 

（教授会） 



 

第５８条 本学に、重要な事項を審議するため、教授会を置く。 

（教授会の構成） 

第５９条 教授会は、教授をもって組織する。 

２ 前項の規定にかかわらず、教授会が必要と認めたときは、教授会に准教授その他の教職員を加

えることができる。 

（教授会の招集等） 

第６０条 短期大学部長は、教授会を招集しその議長となる。ただし、短期大学部長に事故のある

ときは、あらかじめ短期大学部長が指定した教授が議長となる。 

（教授会の開催） 

第６１条 教授会は、構成員の３分の２以上の出席がなければ開催することができない。 

（審議事項） 

第６２条 教授会においては、次の事項を審議する。 

(1) 教育課程及び授業に関する事項 

(2) 学則及び学生の教育と補導についての学内諸規程に関する事項 

(3) 学生の入学、退学、転学、休学、復学、留学、除籍及び卒業に関する事項 

(4) 学生の厚生補導に関する事項 

(5) 学生の賞罰に関する事項 

(6) 教育職員の候補者の選考及び昇格に関する事項 

(7) 教員の研究等に関する事項 

(8) その他教育研究上必要と思われる重要事項 

（運用細則への委任） 

第６３条 前条に定める事項のほか教授会の運営に関し必要とする事項については、別に定める。 

 

第１１章 科目等履修生及び外国人留学生 

（科目等履修生） 

第６４条 本学において開設する授業科目のうち、１科目又は数科目について履修を希望する者が

あるときは、当該科目の授業に支障のない限りにおいて、選考のうえ科目等履修生として入学を

許可することがある。 

２ 科目等履修生には、本学則第１４条及び第１９条の規定を準用して、単位を与えることができ

る。 

３ 科目等履修生について必要な事項は、別に定める。 

（外国人留学生等） 

第６５条 外国人等で本学に入学を希望する者は、選考のうえ、入学を許可することがある。 

２ 外国人留学生について必要な事項は、別に定める。 

 

第１２章 賞       罰 

（表彰） 

第６６条 学生として表彰に価する行為があったときは、学長は、教授会の議を経て表彰する。 

（罰則） 

第６７条 本学の学則に違反し、又は本学の学生としてあるまじき行為があったときは、学長は、

教授会の議を経て懲戒する。 

２ 前項の懲戒は、退学、停学及び訓告とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する学生に対して行う。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2)  学業成績不良で成業の見込みがない者 

(3) 正当な理由がなくて出席常でない者 

(4) 大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 



 

 

第１３章 公 開 講 座 

（公開講座の開設） 

第６８条 本学において、必要があると認めるときは、公開講座を開設することがある。 

 

第１４章 図 書 館 

（図書館） 

第６９条 本学に図書館を置く。 

２ 図書館に関して必要な事項は、別に定める。 

 

第１５章 学生寮及びその他の厚生補導施設 

（学生寮） 

第７０条 本学に学生寮を置く。 

２ 学生寮に関して必要な事項は、別に定める。 

（その他の厚生補導施設） 

第７１条 本学に厚生補導のための施設として、健康管理センターを置く。 

 

附 則 

１ この学則は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 平成２２年３月３１日以前に入学した学生については、改正後の学則の規定にかかわらず、第

４条の２及び第１０条別表の規定は適用しない。 

３ 前項の適用しない部分は、改正前の規定を適用する。 

４ 第４条に定める学生定員は、平成２３年３月３１日までは、同条の規定にかかわらず、次のと

おりとする。 

学    科 入学定員 収容定員 

現 代 総 合 学 科 ２００人 ４４０人 

 

 



 

別表第１ 

基礎・人間教育科目 

授 業 科 目  
単位数 

備   考 
必修 選択 

人間理解Ａ（生き方を考える）  ２  

人間理解Ｂ（「こころ」を学ぶ）  ２  

人間理解Ｃ（文学にみる人間像）  ２  

人間理解Ｄ（世界の中の日本文化）  ２  

現代社会理解Ａ（社会と法）  ２  

現代社会理解Ｂ（くらしの経済学）  ２  

現代社会理解Ｃ（情報社会と倫理）  ２  

現代社会理解Ｄ（エコロジーを考える）  ２  

地域を学ぶ  ２  

スポーツと健康Ａ  １  

スポーツと健康Ｂ  ２  

基礎ゼミナールⅠ １   

基礎ゼミナールⅡ １   

オーラルコミュニケーションＡ  １  

オーラルコミュニケーションＢ  １  

情報リテラシーＡ  １  

情報リテラシーＢ  １  

キャリア講座Ａ（職業と人間） ２   

キャリア講座Ｂ（インターンシップ）  ２  

地域ボランティア体験  ２  

海外異文化体験（海外研修プログラム）  ２  

海外ボランティア体験（海外研修プログラム）  ２  

合    計 ４ ３３  

 



 

専門科目 

ＩＴビジネス系 

 

 

 

 

 

 

授 業 科 目             
単位数 

備  考 

 

授 業 科 目              
単位数 

備  考 
必修 選択 必修 選択 

ビジネス実務総論  2  グループウェア  2  

ビジネスワーク実習Ⅰ  1  WebデザインⅠ  2  

ビジネスワーク実習Ⅱ  1  WebデザインⅡ  2  

ビジネス実務総合演習Ⅰ  2  Webプログラミング  2  

ビジネス実務総合演習Ⅱ  2  Webデザイン総合演習  2  

ビジネス文書  1  マルチメディア演習  2  

簿記Ⅰ  2  CGアニメーション  2  

簿記Ⅱ  2      

キャリア開発論  2      

口頭表現  2      

オフィスの社会学  2      

現代秘書演習  2      

職場の人間関係  2      

オフィス管理学  2      

経営入門  2      

業界・企業研究  2      

ビジネス法  2      

ビジネス情報論  2      

プレゼンテーションⅠ  1      

プレゼンテーションⅡ  1      

データマイニング  1      

マーケティング  2      

イベントプランニング  2      

コンピュータ概論  2      

パソコン基礎実習  2      

ワードプロセッシング  1      

スプレッドシート  1      

ビジネスコンピューティング  2      

ビジネスプログラミングⅠ  1      

ビジネスプログラミングⅡ  1      

コンピュータネットワーク  2      

パソコンコミュニケーション  1      

ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇクリエイトⅠ  1      

ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇクリエイトⅡ  1   計  69  



 

英語コミュニケーション系 

 

 

 

授 業 科 目             
単位数 

備  考 

 

授 業 科 目              
単位数 

備  考 
必修 選択 必修 選択 

トラベルイングリッシュ  2  英語ゼミナールⅡ  2  

ホームステイイングリッシュ  2      

英文法  2      

リーディングⅠ  2      

リーディングⅡ  2      

リーディングⅢ  2      

リーディングⅣ  2      

ライティングⅠ  2      

ライティングⅡ  2      

マンツーマンコミュニケーションⅠ  1      

マンツーマンコミュニケーションⅡ  1      

オーラルコミュニケーションⅠ  1      

オーラルコミュニケーションⅡ  1      

オーラルコミュニケーションⅢ  1      

オーラルコミュニケーションⅣ  1      

オーラルイングリッシュⅠ  2      

オーラルイングリッシュⅡ  2      

オーラルイングリッシュⅢ  2      

オーラルイングリッシュⅣ  2      

リスニングⅠ  2      

リスニングⅡ  2      

リスニングⅢ  2      

リスニングⅣ  2      

英語学  2      

英米文学  2      

英語圏の歴史とくらし  2      

TOEIC対策演習Ⅰ  2      

TOEIC対策演習Ⅱ  2      

TOEFL対策演習Ⅰ  2      

TOEFL対策演習Ⅱ  2      

英検準１級対策演習  2      

編入学対策英語演習Ⅰ  2      

編入学対策英語演習Ⅱ  2      

ビジネスイングリッシュ  2      

英語教育法  2      

英語ゼミナールⅠ  2   計  68  



 

生活科学系 

 

授 業 科 目             
単位数 

備  考 

 

授 業 科 目              
単位数 

備  考 
必修 選択 必修 選択 

食生活(食文化を含む)  2  ファッション商品論  2  

食品と栄養  2  スタイリスト実習  1  

フードコーディネート論  2  デザインマネイジメント  2  

テーブルコーディネート  2  ITファッションクリエイトⅠ  2  

調理学  2  ITファッションクリエイトⅡ  2  

調理学実験  2  服飾文化史  2  

調理学実習Ａ（日本料理）  2  アパレル造形論  2  

調理学実習Ｂ（西洋料理）  2  アパレル造形Ⅰ  2  

調理学実習Ｃ（中国料理・薬膳）  2  アパレル造形Ⅱ  2  

調理学実習Ｄ（製菓・製パン）  2  アパレル造形Ⅲ  4  

食品加工  1  アパレル造形Ⅳ  4  

食環境の研究  2  ディテールメイキング  2  

衣生活  2  ドレーピング  2  

被服学  2  パターンメイキングⅠ  2  

生活工芸  2  パターンメイキングⅡ  2  

住生活  2  デザイン論  2  

住宅設計  1  色彩学  2  

福祉住環境コーディネイト  1  デッサン  2  

インテリアコーディネイト  1  グラフィックデザインⅠ  2  

家庭看護  2  グラフィックデザインⅡ  2  

生活とマナー  2  デジタル映像表現  2  

生活経営  2  グラフィックデザインⅢ  2  

消費生活  2  グラフィックデザインⅣ  2  

保育学  2  ビジュアルコミュニケーションデザインⅠ  2  

家族関係  2  ビジュアルコミュニケーションデザインⅡ  2  

生活と健康  2  サインデザイン  2  

介護と福祉       2  クラフト（含アクセサリー）  2  

ユニバーサルデザイン  2  漫画・キャラクタデザイン  2  

身体と心のコミュニケーションＡ              2  空間プロデュース  2  

身体と心のコミュニケーションＢ              1  ショップデザイン  2  

カラーコーディネイト  2  クリエイティブプログラムデザイン  2  

イラストレーション  2  インテリアパース  1  

アパレルデザインⅠ  2  インテリア実習  2  

アパレルデザインⅡ  2      

テキスタイルケア  2   計  133  



 

 

健康科学系 

 

授 業 科 目             
単位数 

備  考 

 

授 業 科 目              
単位数 

備  考 
必修 選択 必修 選択 

医学と薬の知識  2  看護学Ⅰ  2  

メディカル秘書英語  2  看護学Ⅱ  2  

働く人のメンタルヘルス  2  看護学実習  2  

身体のしくみ  2  臨床実習指導  2  

医療と法  2  臨床実習  3  

環境療法（アロマテラピー）  2  救急処置  2  

医療連携総合演習  2  教職パソコン基礎  2  

秘書学概論  2  調査・統計学  2  

秘書実務演習  2  学校保健  2  

メディカル秘書概論  2  学校保健実習Ⅰ  2  

学外実習（医療機関）  2  学校保健実習Ⅱ  2  

メディカル秘書実務Ⅰ  2  養護概説Ⅰ  2  

メディカル秘書実務Ⅱ  2  養護概説Ⅱ  2  

ヘルスケアビジネス総合演習  2  健康教育の理論と方法  2  

メディカル情報基礎Ⅰ  1  卒業研究Ⅰ  2  

メディカル情報基礎Ⅱ  1  卒業研究Ⅱ  2  

メディカル情報総合演習  2      

レセプト電子会計事務  1      

診療報酬請求事務Ⅰ  1      

診療報酬請求事務Ⅱ  2      

調剤報酬請求事務  1      

介護報酬請求事務  1      

栄養学（含食品学）  2      

解剖学  2      

生理学  2      

衛生学  2      

公衆衛生学(含予防医学）  2      

微生物学及免疫学  2      

薬理概論  2      

健康相談活動Ⅰ  2      

健康相談活動Ⅱ  2      

精神保健  2      

障害児の理解と支援  2      

小児保健  2   計  95  



 

エクステンション科目 

 

授 業 科 目             
単位数 

備  考 

 

授 業 科 目              
単位数 

備  考 
必修 選択 必修 選択 

キャリアスキルＡ  1      

キャリアスキルＢ  1      

キャリアスキルＣ  1      

キャリアスキルＤ  1      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

     計  4  



 

別表第２  

教職科目 

区分 授  業  科  目 
単位数 

備    考 
必修 選択 

養
護
に
関
す
る
科
目 

衛生学  2 必修 

公衆衛生学(含予防医学)  2 必修 

学校保健  2 必修 

学校保健実習Ⅰ  2 必修 

学校保健実習Ⅱ  2  

養護概説Ⅰ  2 必修 

養護概説Ⅱ  2  

健康相談活動Ⅰ  2 必修 

健康相談活動Ⅱ  2  

栄養学(含食品学)  2 必修 

解剖学  2 必修 

生理学  2 必修 

微生物学及免疫学  2 必修 

薬理概論  2 必修 

精神保健  2 必修 

看護学Ⅰ  2 必修 

看護学Ⅱ  2 必修 

看護学実習  2 必修 

臨床実習指導  2 必修 

臨床実習  3 必修 

救急処置  2 必修 

教
職
に
関
す
る
科
目 

教師論  2 必修 

教育基礎論  2 
必修 

教育課程の意義及び編成の方法を含む。 

発達と学習  2 必修 

教育課程論  2 必修 

生徒指導  2 必修 

教育相談  2 必修 

養護実習指導  １ 必修 

養護実習  3 必修 

教職実践演習(養護教諭)  2 必修 

そ
の
他
の
科
目 

日本の憲法  2 必修 

スポーツと健康Ａ  1 必修 

スポーツと健康Ｂ  2 必修 

オーラルコミュニケーションＡ  1 必修 

オーラルコミュニケーションＢ  1 必修 

教職パソコン基礎  2 必修 
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